
府中市立府中第五中学校 同窓会規約         平成１４年１０月５日改正 

 第１章 総則 

（名称） 

第１条 この会は、府中市立府中第五中学校同窓会（以下「本会」という。）と称する。 

（組織） 

第２条 本会は、次のもの（以下「会員」という。）で組織する。 

(1) 正会員  府中市立府中第五中学校卒業生 

(2) 特別会員 府中市立府中第五中学校教職員及び旧教職員 

（目的） 

第３条 本会は、本会会員相互の親睦を図り、府中市立府中第五中学校の発展に寄与す

るものと する。 

（事業） 

第４条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 会員相互の親睦に関すること。 

(2) 府中市立府中第五中学校の発展に関すること。 

(3) その他、本会の目的遂行上必要と認めること。 

 第２章 機関 

（機関） 

第５条 本会に、次の機関を置く。 

(1) 総会 

(2) 役員会及び幹事役員会 

(3) 幹事会 

（総会） 

第６条 総会は、５年に一回開催し、本会規約の制定及び改正、役員の選出及び幹事役

員の承認、 予算及び決算の審議・承認を行う。なお、必要に応じ臨時総会を開催する

ことができる。 

（役員会及び幹事役員会） 

第７条 役員会及び幹事役員会は毎年一回以上開催し、本会の運営事項を協議する。な

お、必要に 応じ臨時会を開催することができる。役員会及び幹事役員会は、役員の過 

半数の出席で成立する。 

（幹事会） 
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 第１章 総則 

（名称） 

第１条 この会は、府中市立府中第五中学校同窓会（以下「本会」という。）と称する。 

（組織） 

第２条 本会は、次のもの（以下「会員」という。）で組織する。 

(1) 正会員  府中市立府中第五中学校卒業生 

(2) 特別会員 府中市立府中第五中学校教職員及び旧教職員 

（目的） 

第３条 本会は、本会会員相互の親睦を図り、府中市立府中第五中学校の発展に寄与す

るものと する。 

（事業） 

第４条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 会員相互の親睦に関すること。 

(2) 府中市立府中第五中学校の発展に関すること。 

(3) その他、本会の目的遂行上必要と認めること。 

 第２章 機関 

（機関） 

第５条 本会に、次の機関を置く。 

(1) 総会 

(2) 役員会及び幹事役員会 

(3) 幹事会 

（総会） 

第６条 総会は、５年に一回開催し、本会規約の制定及び改正、役員の選出及び幹事役

員の承認、 予算及び決算の審議・承認会計報告を行う。なお、必要に応じ臨時総会を

開催することができる。 

（役員会及び幹事役員会） 

第７条 役員会及び幹事役員会は毎年一回以上開催し、本会の運営事項を協議する。な

お、必要に 応じ臨時会を開催することができる。役員会及び幹事役員会は、役員の過 

半数の出席で成立する。 

（幹事会） 



第８条 幹事会は、５年に一回開催し、本会の運営事項を協議する。なお、必要に応じ

臨時会を開催することができる。 

（会の開催） 

第９条 会の開催は、会⾧が招集する。 

（決議） 

第１０条 会の決議は、出席者の過半数の賛成により決する。 

 第３章 （役員・幹事役員及び幹事） 

（役員及び幹事役員） 

第１１条 本会に、次の役員及び幹事役員を置く。 

（役員）                         

(1) 顧問   １名 （現職校⾧）          (5) 会計   若干名 

(2) 会⾧   １名                    (6) 会計監査 ３名（内現職教職員１名）     

(3) 副会⾧  ３名 （内現職教頭１名）    (7) 幹事   各学年から若干名 

(4) 書記   若干名（内現職教職員１名） 

（幹事役員） 

（１）会⾧    1 名 

（２）副会⾧   2 名 

（３）庶務   若干名 

（役員の選出） 

第１２条 会⾧、副会⾧、書記、会計、会計監査は総会で選出する。 

（幹事の選出） 

第１３条 幹事は、入会式で、各学年から選出する。 

（幹事役員の選出） 

第１４条 会⾧、副会⾧、庶務を選出する。 

（任期） 

第１５条 役員及び幹事役員の任期は５年とする。ただし、再任は妨げない。 

（役員・幹事役員及び幹事の責務） 

第１６条 役員及び幹事の責務は次による。 

(1) 会⾧は、会を代表し、会を統括する。 

(2) 副会⾧は、会⾧を補佐し、会⾧に事故あるときはこれを代行する。 

(3) 書記は、会の記録及び事務を担当する。 

第８条 幹事会は、５年に一回開催し、本会の運営事項を協議する。なお、必要に応じ

臨時会を開催することができる。 

（会の開催） 

第９条 会の開催は、会⾧が招集する。 

（決議） 

第１０条 会の決議は、出席者の過半数の賛成により決する。 

 第３章 （役員・幹事役員及び幹事） 

（役員及び幹事役員） 

第１１条 本会に、次の役員及び幹事役員を置く。 

（役員） 

(1) 顧問   １名 （現職校⾧）           (5) 会計   若干名 

(2) 会⾧   １名                     (6) 会計監査 ３名（内現職教職員１名）    

(3) 副会⾧  ３名 （内現職教頭副校⾧１名） (7) 幹事   各学年から若干名 

(4) 書記   若干名（内現職教職員１名）  （8）相談役 必要であれば置くことが

できる 

（幹事役員） 

（１）会⾧    1 名 

（２）副会⾧   2 名 

（３）庶務   若干名 

（役員の選出） 

第１２条 会⾧、副会⾧、書記、会計、会計監査は総会で選出する。 

（幹事の選出） 

第１３条 幹事は、入会式で、各学年から選出する。 

（幹事役員の選出） 

第１４条 会⾧、副会⾧、庶務を選出する。 

（任期） 

第１５4 条 役員及び幹事役員の任期は５年とする。ただし、再任は妨げない。 

（役員・幹事役員及び幹事の責務） 

第１６条 役員及び幹事の責務は次による。 

(1) 会⾧は、会を代表し、会を統括する。 

(2) 副会⾧は、会⾧を補佐し、会⾧に事故あるときはこれを代行する。 



(3) 書記は、会の記録及び事務を担当する。 

(4) 会計は、会の経理を担当し、総会に報告し承認を得る。 

（5）庶務は、幹事役員会の記録及び事務を担当する。 

(6) 会計監査は、５年に一回会計を監査し、総会に報告し承認を得る。 

(7) 幹事は、各学年の世話役を担当する。 

第４章 会計及び会計監査 

（会費） 

第１７条 会費は、入会時に７２０円を終身会費として納入する。 

（経費の支弁） 

第１８条 本会の支弁は、次による。 

(1) 会費 

(2) その他の収入（積立金・賛助金等） 

（会計年度） 

第１９条 本会の会計年度は、総会開催年の 4 月 1 日に始まり次回総会年 3 月３１

日に終了する。     

２．総会及び周年事業については、別途特別会計より行うものとする。 

（予算及び決算） 

第２０条 本会の予算及び決算は総会の承認を得る。 

（会計及び会計監査） 

第２１条 本会の会計及び会計監査結果は、総会に報告し、承認を得る。特別会計の監

査は、別途 発生ごとに行うものとする 

   第５章 付則 

（慶弔） 

第２２条 慶弔に関することは、役員会で決定する。 

（細則） 

第２３条 本規約に必要な細則は、別に役員会で定める。 

（会則の改正） 

第２４条 本規約の改正は、総会の決議を得る。 

（施行） 

第２５条 本規約は、昭和３９年４月から施行する。 

     本規約は、平成１４年１０月から再施行する。       平成 17 年 6 月改正 

 

(4) 会計は、会の経理を担当し、総会に報告し承認を得する。 

（5）庶務書記は、幹事役員会の記録及び事務を担当する。 

(6) 会計監査は、５年に一回会計を監査し、総会に報告し承認を得する。 

(7) 幹事は、各学年の世話役を担当する。 

第４章 会計及び会計監査 

（会費） 

第１７条 会費は、入会時に５００円を終身会費として納入する。 

（経費の支弁） 

第１８条 本会の支弁は、次による。 

(1) 会費 

(2) その他の収入（積立金・賛助金等） 

（会計年度） 

第１９条 本会の会計年度は、総会開催年の 4 月 1 日に始まり次回総会年 3 月３１

日に終了する。     

２．総会及び周年事業については、別途特別会計より行うものとする。 

（予算及び決算） 

第２０条 本会の予算及び決算は総会の承認を得に報告する。 

（会計及び会計監査） 

第２１条 本会の会計及び会計監査結果は、総会に報告し、承認を得する。特別会計の

監査は、別途 発生ごとに行うものとする 

   第５章 付則 

（慶弔） 

第２２条 慶弔に関することは、役員会で決定する。 

（細則） 

第２３条 本規約に必要な細則は、別に役員会で定める。 

（会則の改正） 

第２４条 本規約の改正は、総会の決議を得る。 

（施行） 

第２５条 本規約は、昭和３９年４月から施行する。 

     本規約は、令和８年 4 月から再施行する。         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１４年１０月改正 

平成１７年０６月改正 

令和０８年０２月改正 

 

 

 

 

 


